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「第 18回社会保障審議会福祉部会」開催 
～改正社会福祉法の施行に向けた検討事項（「社会福祉充実残額」の有効活用、 

「社会福祉充実計画」の策定と地域協議会の運営）について協議～ 
 

平成 28年 8月 2日、第 18回社会保障審議会福祉部会が開催されました。 

改正社会福祉法の施行に向けた検討事項の協議が行われ、「社会福祉充実残額」の有効活

用及び「社会福祉充実計画」の策定と地域協議会の運営について資料が示され、検討が行

われました。 

当日示された資料「「社会福祉充実残額」の有効活用について（素案）」では、社会福祉

充実残額について、社会福祉法人が保有する財産に関して、事業継続に必要な財産（控除

対象財産）を控除した上で、再投下可能な財産（社会福祉充実残額）を明確化し、社会福

祉充実残額が生じる場合には、法人が策定する社会福祉充実計画に基づき、既存事業の充

実や新たな取組に有効活用する仕組みを構築する旨があらためて確認され、控除対象財産

の考え方等が示されました。（以下、該当資料を抜粋） 
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「社会福祉充実計画」の策定と地域協議会の運営について（素案）では、社会福祉充実

計画の記載内容として、①法人名、法人の所在地、連絡先等の基本情報、②社会福祉充実

残額の使途に関する検討結果、③資金計画、④事業費積算（概算）、⑤地域協議会等の意見

とその反映状況（地域公益事業を行う場合に限る）等が省令事項のイメージ（案）として

列挙されています。 

計画の実施期間は、原則 5 年間の範囲で、社会福祉充実残額の全額について、一又は複

数の社会福祉充実事業を実施するための内容とすることとされています（ただし、5 年間

で計画を終了することが困難であることに合理的な理由がある場合は、最長 10年とするこ

とができる）。 

計画の記載内容の変更を行う場合には、軽微な変更を除き、所轄庁の承認が必要であり、

軽微な変更を行う場合は、所轄庁への届出で足りることとなります。なお、軽微な変更と

は、法人の名称や住所等の基本情報等の変更としています。 

  

地域公益事業を行う計画の策定に当たっては、「地域公益事業の内容及び事業区域におけ

る需要」について、「住民その他の関係者」の意見を聴かなければならないこととされてい

ます。その際、社会福祉法人に対して、できるだけ円滑かつ公正中立な意見聴取が行える

ようにするとともに、併せて地域における関係者のネットワークを強化し、関係者間での

地域課題の共有、各種事業の役割分担の整理など、地域福祉の推進体制の強化を図るため、

各地域において「地域協議会」を設置することとされています。 

この地域協議会について、当日資料では、実施責任、実施エリア、構成員、役割、広域

的に事業を行う場合の意見聴取の取扱い等、考え方が以下枠内のとおり示されています。 

１．地域協議会の実施責任 

◆ 地域協議会の実施責任は、原則として所轄庁が有するものとし、その運営主体は、所

轄庁が地域の事情に応じて決定するものとする。 

◆ 所轄庁は、地域協議会の立ちあげを支援するとともに、円滑な意見聴取が行われるよ

う、必要な調整を行うものとする。 

◆ また、所轄庁は、社会福祉法人の社会福祉充実計画の策定スケジュールに合わせ、適

切に地域協議会が開催されるよう、所管地域の地域協議会に対し、必要な働きかけを行

う。 

◆ なお、地域協議会は、効率的に開催する観点から、可能な限り既存の会議体を活用す

るものとし、具体的には、社会福祉協議会における地域福祉活動支援計画策定委員会や、

地域ケア会議、自立支援協議会などが想定される。（人数等を考慮し、既存の会議体を活

用しつつ、当該会議体の下に分科会等を設置するなどの工夫を行うことも考えられる。） 

※ 所轄庁自身が地域協議会を開催することも妨げるものではない。 

◆ 都道府県は、管内の地域協議会の設置状況を集約し、社会福祉法人に対する情報提供

を行うとともに、空白が生じている地域がある場合には、自ら設置する地域協議会にお

いて意見聴取を行えるようにするなど、必要な措置を講ずるものとする。 

 

２．地域協議会の実施エリアについて 

◆ 地域協議会の実施エリアは、原則として所轄庁単位とする。 

◆ なお、一の所轄庁が管轄する区域を一定の地域ごとに分割すること、複数の所轄庁が

合同して地域協議会を設置することも可能である。ただし、複数の所轄庁が合同して地

域協議会を設置する場合については、法において、事業の実施区域の住民等の意見を聴
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くこととされている趣旨にかんがみ、広域になりすぎないよう配慮することが必要であ

る。 

 

３．地域協議会の構成員について 

◆ 地域協議会の構成員は、以下の者を想定しつつ、地域の実情に応じて所轄庁が定める

ものとする。 

① 学識有識者 ② 保健医療福祉サービス事業者 ③ 民生委員・児童委員 

④ サービス利用（予定）者である地域住民 ⑤ 福祉行政職員（町村職員を含む。） 

⑥ 社会福祉協議会 

◆ なお、上記の構成員は、地域協議会への出席に支障がない限りにおいて、複数の地域

協議会の構成員となることを妨げない。 

 

４．地域協議会の役割について 

◆ 地域協議会は、地域公益事業を実施しようとする社会福祉法人からの要請に基づき、

所轄庁が適宜開催することとし、例えば以下のような点について、討議を行う。 

① 地域の福祉課題に関すること 

② 地域に求められる福祉サービスの内容に関すること 

③ 社会福祉法人が取り組もうとしている地域公益事業に関する意見 

④ 関係機関との連携に関すること 

◆ また、地域協議会は、地域公益事業を行う社会福祉法人による意見聴取の場としての

役割のみならず、 

① 地域公益事業の実施状況の確認、助言 

② 地域の関係者によるそれぞれの取組・課題の共有 

③ 地域の関係者の連携の在り方 

などについて、定期的に討議することを通じて、地域福祉推進のためのツールとして活

用していくことが有用であると考えられる。（地域公益事業の実施状況の確認については

年１回程度行うことが考えられる。） 

◆ 地域協議会における討議の内容は、社会福祉法人が自ら地域公益事業を行う上で、斟

酌すべき参考意見ではあるが、他方、法人の経営の自主性は最大限尊重されるべきであ

ることに留意が必要である。 

 

５．広域的に事業を行う場合の意見聴取の取扱いについて 

◆ 複数の地域協議会の実施エリアをまたがって、地域公益事業を広域的に行う場合につ

いては、社会福祉充実計画を円滑に策定する観点から、主たる事業の実施地域を特定し、

当該地域を所管する地域協議会に意見を聴くことで足りるものとする。 

ただし、この場合であっても、当該地域以外の住民等の意見が可能な限り反映される

よう、社会福祉法人の HP 等における意見募集やアンケート調査などの簡易な方法によ

り、意見聴取を行うよう努めるものとする。 

 

当日の資料は、以下、厚生労働省のホームページに掲載されています。 

ホーム>政策について>審議会・研究会等>社会保障審議会(福祉部会)>第 18回社会保障審議会福祉部会資料 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000132755.html 
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